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「くまもと再発見の旅」事務局

「くまもと再発見の旅（全国版）宿泊事業者用マニュアル（以下「本マニュアル」）は、国の「地域観光事
業支援（全国旅行支援）」にかかる補助金交付要綱、くまもと再発見の旅実施要領等に基づき作成する
もので、くまもと再発見の旅全国版（以下「本事業」）の実施に必要な事項を定めるものです。
本事業の参加や実施にあたっては、本マニュアルを熟読頂き、不明点等がございましたら、「くまもと再発見

の旅(全国版)」事務局（以下、事務局）までお問合せ下さい。

＜留意事項＞
国の交付要綱の改正等があった場合には、本事業の制度や取扱いも変更となる場合がございます。変更

等が生じた場合は、参加事業者様へ直接ご案内及びホームページにて公表を行った上で、本マニュアルの改
訂を行いますので、適宜ご確認くださいますようお願いいたします。

■全国旅行支援とは
全国旅行支援とは、旅行代金の割引と地域限定クーポンを付与する全国を対象とした観光需要喚起策

です。

■「くまもと再発見の旅(全国版)」とは
本事業は、観光庁の「地域観光事業支援（全国旅行支援）」を活用して実施する全国を対象とした観

光需要喚起策で、新型コロナウイルス感染症の拡大により落ち込んだ旅行需要の回復を図り、深刻な影響
を受けている県内観光関連事業者を支援することを目的として、以下のキャンペーンを実施します。
①旅行・宿泊代金の割引

熊本県を目的地とする旅行・宿泊サービス（県民の県内旅行を含む）
②地域限定（電子）クーポンの付与

県内の観光施設・観光体験、土産品店、飲食店等にて利用できる地域限定お買物券

（１）はじめに

１.「くまもと再発見の旅(全国版)」について
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【重要】新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴う変更について

5月8日（月）宿泊分より、ワクチン接種証明書・検査結果通知書の確認が不要となります。
なお本人確認書類の提示は引き続き必要です。
ただしワクチン・検査要件の廃止措置の公表（4月27日）以前に同要件を満たせないために本支援を適用せず予約・販売し
た旅行は支援の対象外です。



「くまもと再発見の旅」事務局

（２）本事業の全体の流れ

１.「くまもと再発見の旅(全国版)」について

STEP1
登録申請

「くまもと再発見の旅(全国版)」に参加申し込み
（新規参画施設のみ）（P35～36参照）

事務局審査・承認

STEP2
事前準備

販売ルールの確認

「くまもと再発見の旅」対象商品の予約・割引販売

STEP3
接客対応

本人確認・居住地確認（P29～30参照）

地域限定（電子）クーポン配布（P31参照）

STEP4
精算

精算（P32～34参照）
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（３）本事業の概要

名称 「くまもと再発見の旅（全国版）」

実施期間・販売方法

個人旅行（貸切バスを利用しない旅行）

・宿泊施設へ直接予約：令和５年６月３０日（金）宿泊分（７月１日（土）チェックアウト）を
持ちまして販売終了となりました。

・宿泊予約サイトから申し込み
（対象となる宿泊予約サイトは楽天・じゃらん・ゆこゆこ・Yahoo!トラベル・一休.com・るるぶトラベル・

JTB・近畿日本ツーリスト・ANAトラベラーズ・JALパック）：

令和５年７月１日（土）～７月２１日（金）宿泊（７月２２日（土）チェックアウト）を持ち

まして販売終了となりました。

※対象宿泊予約サイトにて全国旅行支援クーポンを取得した上で予約、または予約時に全国旅行支

援クーポンが適用されたものに限り助成の対象となります。

※予約方法は各社によって異なります。詳しくは各宿泊予約サイトの該当ページをご確認ください。
【ご注意】対象宿泊予約サイトにて全国旅行支援対象外のプランを予約し、宿泊施設に全国旅行支援

の適用を申し出ても助成対象にはなりません。

団体旅行（旅行会社を通して貸切バスを利用する旅行）
・宿泊旅行 ：令和５年１０月３０日（月）宿泊（１０月3１日（火）チェックアウト）
まで
・日帰り旅行：令和５年１０月３０日（月）出発まで
※10月１日（日）以降の宿泊・出発分については、９月２７日（水）以降準備の整った
事業者から順次販売開始します。
※上記期間内であっても予算上限に達し次第終了となります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、本事業を中止または延期することがあります。

利用対象 日本国内居住者（熊本県内在住者を含む）

利用日数の制限
1回の予約または申込につき7泊まで
1度の旅行での宿泊日数は同一施設の連泊、異なる施設の宿泊を問わず7泊までが対象
※利用回数の制限はありません

旅行割引

割引率：旅行・宿泊代金の20％
割引上限額（1人一泊あたり）
交通付宿泊旅行 ：5,000円
宿泊商品（交通なし）：3,000円
日帰り旅行 ：3,000円

地域限定クーポン
平日：2,000円（原則電子クーポンでの付与）
休日：1,000円（原則電子クーポンでの付与）

１.「くまもと再発見の旅（全国版）」について
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【重要】新型コロナウイルス感染症の５類への移行に伴う変更について

5月8日（月）宿泊分より、ワクチン接種証明書・検査結果通知書の確認が不要となります。
なお本人確認書類の提示は引き続き必要です。
ただしワクチン・検査要件の廃止措置の公表（4月27日）以前に同要件を満たせないために本支援を適用せず予約・販売し
た旅行は支援の対象外です。



（３）本事業の概要

熊本県への旅行需要を喚起するため、以下の旅行代金及び宿泊代金の割引及び、地域
限定（電子）クーポンを発行いたします。

補助金交付額

１．「くまもと再発見の旅(全国版)」について

補助金は次のふたつが一体となって構成されており、どちらか片方の交付はできません。
（ただし一部例外あり。P17参照）

①旅行代金への販売補助金：旅行代金の20％

ただし、次の上限額までの補助となります

・交通付宿泊旅行（旅行会社が販売）：5,000円
・宿泊商品（宿泊施設・旅行会社・OTAが販売）：3,000円
・日帰り旅行（旅行会社が販売）：3,000円

※販売補助金を事業者都合で20％未満に設定することは不可。ただし補助金算出において端数が

生じた場合は小数点以下切り捨て（事業者側の業務の都合上100円未満までの切り捨ては許容）

②地域限定（電子）クーポン（平日2,000円、休日1,000円）

旅行代金の日別平均単価が次を下回る商品は補助の対象外です。
平日3,000円 休日2,000円 ※一人1泊/日あたり
（各月の最低旅行代金カレンダーはP19参照）

※ただし熊本県内の宿泊施設直予約に限り、最低旅行代金を下回った場合においては宿泊助成のみ
適用といった運用を可とします。その場合地域限定（電子）クーポンの配布はございませんのでご注意く
ださい。こちらについては利用者に誤解を与えないよう事前にご案内ください（P17参照）。

最低旅行代金の設定（詳細はP16～18参照）

5

旅行代金の総額（税込）100％

旅行者支払額

総
額
の80% 平日…2,000円

休日…1,000円

＋

販売補助金

総
額
の20%

地域限定
（電子）クーポン

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。



「くまもと再発見の旅」事務局

２．販売ルール

一度の旅行での宿泊日数は同一施設の連泊、異なる施設の宿泊を問わず７泊までが対象です。

「実態として連泊とみなされるような場合」も同様に7泊分までを補助の対象とします。

（例えば、同一の旅行者が5連泊する申込が2件ある場合は10連泊とみなします）

1回の予約または申込で7泊を超える場合は、「初泊～7泊目の合計宿泊料金」を対象とします。

1泊目 2泊目 3泊目 4泊目 5泊目 6泊目 7泊目 8泊目 9泊目 帰着日

宿泊料金 12,000
円

12,000
円

12,000
円

12,000
円

8,000
円

10,000
円

12,000
円

13,000
円

13,000
円

ー

【宿泊を伴う旅行商品（交通なし） ／１人】 宿泊代金合計104,000円：9泊10日

《手順》
① 1泊目～7泊目の連続した宿泊料金を足します（今回の例の場合は 78,000円）
② ①に割引20％を乗じます。 78,000円×20％＝15,600円

旅行割引額 15,600円 ＜ 上限額3,000円×7泊＝21,000円
③ 割引上限額の21,000円より低いため旅行割引額は15,600円が適用されます。

本事業においては対象外（日程外）とみなす。

※高額な宿泊のみ（1,2,3,4,7,8,9泊目）を合計した場合の 86,000円を算出根拠額とできません。
※ 1泊目～7泊目に含まれる物品やサービスのみが対象となります。

平日と休日の定義は次の通りです。
① 宿泊旅行については、宿泊日とその翌日が、ともに休日（土曜・日曜・祝日）の場合には、その宿泊は
「休日」として取扱い、それ以外を「平日」として扱います。
② 日帰り旅行（旅行会社取扱のみ）については、土曜・日曜・祝日を「休日」として扱い、それ以外を「平
日」として扱います。

金 土 日 月 火 水 (祝) 木 金 土

宿泊 平日 休日 平日 平日 平日 平日 平日 平日 休日

日帰り 平日 休日 休日 平日 平日 休日 平日 平日 休日

（３）平日と休日の取扱いについて ※カレンダーP.19参照

（１）宿泊数の制限について

（２）旅行商品の購入回数について
助成対象となる商品の購入回数の制限はありません。
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「くまもと再発見の旅」事務局

２．販売ルール

（４）既存予約の取扱いについて

【令和5年7月1日（土）～令和5年7月31日（金）のご宿泊・旅行実施日の場合】
熊本県が設定した販売開始日である令和5年6月28日（水）より前に予約されている旅行は、支援の対象とな
りません。ただし、受注型企画旅行については、確定書面の交付日が販売開始日の令和5年6月28日（水）以
降であって、かつ旅行の実施日が事業開始日以降であれば支援の対象となります。

【令和5年8月1日（火）～令和5年9月30日（土）のご宿泊・旅行実施日の場合】
熊本県が設定した販売開始日である令和5年7月24日（月）より前に予約されている旅行は、支援の対象とな
りません。ただし、受注型企画旅行については、確定書面の交付日が販売開始日の令和5年7月24日（月）以
降であって、かつ旅行の実施日が事業開始日以降であれば支援の対象となります。 

（５）補助対象商品の予約期間について

本事業の実施期間は、国が要綱にて定める事業期間のなかで、各都道府県が個別に設定します。事業期間内
であっても都道府県の判断で新規予約の受付を停止することがあります。予算執行上の理由で新規予約が停止さ
れている場合においては、すでに予約済みの旅行商品への補助は可能です。
事業停止中の都道府県の取扱いはP８を参照ください。
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A県

区域外

「くまもと再発見の旅」事務局

２．販売ルール

（６）事業停止中の都道府県から出発する旅行の取扱いについて

感染状況等により事業が停止された都道府県の全部または一部の区域から出発する旅行は、次のア）～ウ）の
いずれに該当するかを確認の上、取扱いください。
なお、記載内容はあくまでの「補助の対象となるかどうか」についてを示すものであり、当該都道府県を含む旅行商
品の販売及び造成を妨げるものではありません。

①B県の居住者が事業停止のA
県に旅行する場合は補助金の適
用はされない。

②A県の居住者が事業実施中の
B県へ旅行する場合は補助金の
適用可能。

【例】A県にて事業が停止される場合

ア）感染状況等を考慮した上で、A県（知事）の判断で事業停止する場合

A県

事業停止

B県

事業実施中

①

②

イ）A県の一部区域が緊急事態宣言措置区域またはまん延防止等重点措置区域となる場合

措置区域
（事業停止）

①

②

B県

事業実施中

③

①当該措置区域では双方への
旅行において補助金の適用はさ
れない。
②A県の措置区域外では双方へ
の旅行において補助金の適用可
能。
③「②」において、Ａ県の判断で
措置区域外も事業停止となる場
合、Ａ県への旅行に補助金は適
用されない。

ウ）国がA県の感染状況が相当程度悪化していると判断した場合
（ア）の場合でも、（イ）の場合でも双方への旅行において補助金の適用はされない
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（７）補助の対象外となる旅行商品

実態が伴わない旅行や、水増しされた旅行代金等に対する補助金申請など、補助金を不当に多く引き出
すことにつながる行為を伴う申請は、旅行商品の内容を問わずすべて補助の対象外です。場合により、エビ
デンスの確認対象となりますので、次の考え方を参考に適正な販売と申請をお願いします。なお、申請の内
容が適正でないと判断された場合、当該申請は差戻しまたは否認となる場合があります。その場合、支払い
済みの補助金についても不適切と判断された場合は、補助金の返還を求めます。

１．実態が伴わない旅行に対する補助金申請

補助金は、現に実施された旅行に対して支払われます。販売した旅行には実際に旅行者が全日程に参
加することが必須の条件です。次のような事例は実態が伴わない申請（架空申請）と判断されます。

①「ノーショー」や「旅行の取消し」で実際の参加がなかった場合

旅行代金全額を収受していたとしても、当該旅行へ実際の参加がない場合は補助の対象外で
す。取消しされた旅行に対しては、補助金の申請はできません。この場合は、通常通り各宿泊
事業者の約款等に沿って取り扱ってください。
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②旅行内容の変更が生じた場合

旅行契約（旅行日程）の短縮が行われ、参加できなかった日程に対して適正な精算が行わ
れた場合において、精算後の旅行が依然補助の対象となる場合は申請が可能ですので、変更
後の旅行代金に対して販売補助額を再計算のうえ申請してください。

２．販売ルール

③旅行内容や宿泊日、宿泊者が確定しない「旅行の権利」のみが販売され
た場合

旅行の権利のみが提供される「旅行クーポン券」、「ふるさと納税返礼品」、「クラウドファウンディ
ングリターン」等は補助の対象外です。旅行実態（旅行者、旅行日）が確定されていないた
めです。

④旅行者が日程の一部を権利放棄することを前提とした旅行商品が販売され
た場合

旅行者が宿泊施設を予約したものの実際には宿泊施設に宿泊しないことや、旅行において定めら
れた行程の全部または一部を意図的に参加しないような行為のほう助や教唆などはできません。例
えば、「実際の宿泊施設にはチェックインせず、他の場所に宿泊することを目的とした旅行」や「往復
の運送サービスを割り引くことを目的として、運送サービスに廉価な宿泊施設を組み合わせて宿泊を
放棄することを前提とした旅行」等は補助の対象外です。

⑤架空予約など、旅行や施設の予約が捏造された場合

実態のない旅行や施設を申請することはできません。参加人数を水増しして報告し、架空の参加
者への補助を受けるような行為はできません。



２．旅行代金等の水増しとなる補助金申請

補助金は事業者により申請される旅行代金を基準として算出されます。そのため、旅行代金や旅行日程、
旅行者数を不当に吊り上げ都道府県の補助金を多く引き出す詐害行為が想定されます。次のような事例
は「水増し申請」の手法となりえるため、取扱いには注意ください。

①現金および現金同等に扱われる金券、換金目的または換金性の高いものを含む
場合

次のような「現金」、「現金と同様に扱われる金券類」、「有価証券」、「購入した旅行事業者以外で旅
行者が容易に払い戻し可能な普通乗車券類」等を旅行代金に含めることは、旅行代金を水増しする行
為と判断し、「旅行全体」が補助の対象外です。

〇現金および金券類（QUOカード等のプリペイドカードやビール券、おこめ券・旅行券や店舗が独自に
発行する商品券等 紙・デジタルを問いません）

ただし、次の（ア）～（ウ）のすべてを満たすものに限っては商品に含めることが可能です。

（ア）金券の使途となる物品またはサービスが、券面に記録されたものである

ただし宿泊施設の館内利用券に限り金額の明示は可能

（イ）使途が具体的に特定されている、または限定された複数の使途の中からひとつを選択して利
用するものである

（ウ）当該商品の旅行期間内に目的地内でのみ利用できるものである

〇鉄道の普通乗車券（特急券・指定料金券を含む）、回数券、普通航空券（往復航空券や上位
クラス利用料金を含む）等

ただし「旅行事業者における適切な管理がなされている場合」は商品に含めることが可能です。 (例）
使用済原券、搭乗証明書など

〇収入印紙や切手

２．販売ルール
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（７）補助の対象外となる旅行商品



②自社で価格決定をする旅行商品に対して割引を行った場合

補助の対象となる旅行商品の価格を決定している事業者が当該商品に対して割引クーポンやポイント
等（名称を問いません）を付与する旅行は、次のように取扱いください。

〇価格決定権がある事業者が自らの補助対象商品にのみ付与する割引クーポン等

→付与することは制限しませんが、本事業の補助額を算出する前に適用ください。（例10,000円の
旅行に対し1,000円のクーポンを付与する場合は、1,000円分を事前に引いた9,000円を基準として
販売補助額を算出します）

〇価格決定権がある事業者が自らの補助対象商品にのみ付与するポイント等

→付与できません。

※「第三者の原資により付与されているもの」、「本事業開始前に恒常的に顧客販促で適用されている
もの」、「広く全ての会員に適用されるもの」等の付与を妨げるものではありません。

2．販売ルール
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２．旅行代金等の水増しとなる補助金申請

「くまもと再発見の旅（全国版）」においては、商業施設等で使えるお買物券が含ま
れている宿泊商品は助成の対象外とします。

助成金を最大限確保する目的で通常料金を大きく上回る料金設定をした場合助成
の対象外となることがあります。

またすでに助成金をお支払いした場合においても上記実態を把握した場合過去に
遡って返還を求める場合があります。

（７）補助の対象外となる旅行商品



３．その他の留意すべき補助金申請

次の場合においても、旅行代金が補助の対象外となります。

①配宿行為を伴う特定の大会への参加を目的とする場合

次の特定の大会では、配宿センターにより旅行者へ宿泊施設が割り当てられます。そのため、旅行者が
任意の宿泊施設を選択することができません。旅行者への公平な旅行商品の提供ができないため、次に
定める特定の大会の参加資格を有する選手、監督、コーチ、スタッフ等による、特定大会への出場および
その補佐を目的とした旅行は、「旅行全体」が本事業の対象外となりますので注意ください。

この取扱いを求める特定の大会は次の９つのみです（2022年12月時点）。

また、この規定は配宿行為を伴わない旅行（参加者の応援をするためのいわゆる応援団による旅行
等）を制限するものではありません

〇国民体育大会

〇全国障害者スポーツ大会

〇全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

〇全国中学校体育大会（全中）

〇全国健康福祉祭（ねんりんピック）

〇全国植樹祭

〇全国育樹祭

〇全国豊かな海づくり大会（豊漁祭）

〇全国高等学校総合文化祭（高校総文祭）

②公費出張の場合

公費出張の場合は補助の対象外です。公費出張は、国民から徴収された税金などを元に、必要な公
務を遂行するために行う旅行であり、仮に公費出張で本事業を利用することとした場合には、一般の旅
行者へ補助されるべき原資を減少させることになること等から、公費出張での本事業の利用は想定してお
りませんので、公費出張での本事業の利用を控えることを求めています。

２．販売ルール

12

（７）補助の対象外となる旅行商品



次の基準・考え方に照らして旅行商品を造成・販売ください。基準・考え方を満たさな
い場合は、旅行全体が補助の対象外となりますが、当該部分が明確に切り分けて販
売できる場合に限り、当該部分を差し引いた申請は補助の対象となります。

販売補助額の算出基準となる考え方については、P20～23を参照ください。

①商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること

商品に含む物品やサービスの内容は、当該商品の旅行目的に沿っており、かつ旅行目的地で
の消費に寄与している必要があります。

②商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えな
いこと

上記①を前提としたうえで、宿泊旅行商品に含む物品やサービスの価額については、そのおお
むね2倍を上限の目安にしてください。

③旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること

旅行商品に含む物品やサービスは、旅行期間中に旅行者が享受できるものが基本となります
が、その特性上、旅行の開始前からまたは旅行の終了後においても旅行日程に付随するものは
補助の対象にできます。

例（「スーツケースを事前に旅行目的地へ配送する」「行程に組み込まれた絵付け体験で、後
日焼きあがった陶器が配送される」）

④行程に国外の地域が含まれないこと

⑤ライセンスや資格の取得を目的としないこと

⑥上記①～⑤のほか、対象商品として適切でないと判断されるもの

旅行は多様な価値創出や企画によって成立するものであることを踏まえ、上記①～⑥の判断
基準に照らした上で、個別具体的に補助の対象とするか否かを社会通念上の観点も含めて総
合的に判断します。

２．販売ルール

（８）補助の対象として適切な商品かどうかの判断基準
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県内市町村の旅行助成との併用は、当該市町村が併用を認める場合は可としま
す。

ただし市町村の助成を先に差し引いた金額が「くまもと再発見の旅」助成の基礎
額となります。

またお買い物券などが市町村助成対象の宿泊商品に含まれている場合も先に差
し引きます。

実質負担額が逆ザヤになる場合は助成の対象外となります。

２．販売ルール

（９）熊本県内市町村旅行助成との併用可否について

（例2）平日の場合（市町村助成対象商品にお買物券が含まれる場合）

宿泊料金17,000円の場合、

・先に市町村助成3,000円と市町村助成対象宿泊商品に含まれるお買物券
4,000円を差し引いた10,000円をくまもと再発見の旅（全国版）の基礎額とする

10,000円×20％=2,000円助成

10,000円ｰ2,000円＝8,000円お支払い

（地域限定クーポン：2,000円分） 実質負担額6,000円

（例1）平日の場合

宿泊料金10,000円の場合、

・先に市町村助成3,000円を差し引いた7,000円をくまもと再発見の旅（全国
版）の基礎額とする

7,000円×20％=1,400円助成

7,000円ｰ1,400円＝5,600円お支払い

（地域限定クーポン：2,000円分） 実質負担額3,600円
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くまもと行くモン旅割！令和2年7月豪雨被災地域応援キャンペーン（2023年7月開
始）との併用は不可です。



２．販売ルール

（10）日帰り旅行

（旅行会社のみ販売可能ですが参考のため掲載しています）
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②日帰り旅行商品を構成する要件を満たさないもの

〇社会通念上、出発地から目的地への移動とは考えられない、近距離での移動に使用され
る運送サービス

（例）公共交通機関の一日乗車券＋レストランでの食事などを組み合わせたプランは不可
となります。

〇社会通念上、運送サービスによる移動のみを主たる目的とする（運送サービスの値引き
を目的とする）ために含めたと考えられる現地アクティビティ等

①日帰り旅行商品とは

次のA群とB群をそれぞれ一つ以上組み合わせた旅行商品です。

A群： 旅行開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている往復の運送
サービス

（例）航空 鉄道 船舶 タクシー バス

B群：旅行目的地の消費に寄与する現地アクティビティ等

        （例）食事・飲み物 ゴルフ 現地レンタカー 日帰り温泉券 リフト券



（１）最低旅行代金について

３．販売方法

１．最低旅行代金の設定

本事業では地域限定クーポンが配布されるため、廉価な旅行商品では補助金を受けることにより旅行者へ
の利益（逆ザヤ）が発生する場合があります。そのような事態を防ぐ（旅行者の実質負担額を０円以上
にする）観点から、補助の対象となるすべての旅行における1人1泊/日あたりの最低旅行代金を設定しま
す。最低旅行代金未満の商品は補助の対象外です。
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当該旅行（宿泊）において最低旅行代金を下回っていないかを確認の上、補助の対象となる旅行
（宿泊）商品を販売ください。他の割引クーポンを利用した場合においても、割引後の旅行代金が最低
旅行代金を下回る場合は補助の対象外です。

宿泊代金 助成額(20％) お支払い額 クーポン

8,000円 1,600円 6,400円 2,000円

3,000円 600円 2,400円 2,000円

2,000円 対象外 2,000円 対象外

【料金設定の一例】平日の場合

【料金設定の一例】休日の場合

宿泊代金 助成額(20％) お支払い額 クーポン

8,000円 1,600円 6,400円 1,000円

2,000円 400円 1,600円 1,000円

1,800円 対象外 1,800円 対象外

最低旅行代金は平日3,000円、休日2,000円です。

※平日・休日の区分はカレンダーP19を参照ください。



３．販売方法
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【料金設定の一例】平日の場合 ※熊本県内宿泊施設への直予約のみ

宿泊代金 助成額(20％) お支払い額 クーポン

8,000円 1,600円 6,400円 2,000円

3,000円 600円 2,400円 2,000円

2,000円 400円 1,600円 なし

宿泊代金 助成額(20％) お支払い額 クーポン

8,000円 1,600円 6,400円 1,000円

2,000円 400円 1,600円 1,000円

1,000円 200円 800円 なし

※ただし熊本県内の宿泊施設への直予約に限り、平日3,000円未満、休日2,000円未満の宿泊
料金について宿泊助成のみ適用し、地域限定（電子）クーポンはお渡ししないといった運用も可と
致します。
こちらの運用をされる場合、旅行会社やＯＴＡと販売ルールが異なる為、利用者に誤解を与えないよ
う事前にご案内下さい。

【料金設定の一例】休日の場合 ※熊本県内宿泊施設への直予約のみ

（１）最低旅行代金について

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。



３．販売方法

２．最低旅行代金の確認手順

① 次の算出式で、当該旅行日程の最低旅行代金を算出します。

（平日数×3,000円＋休日数×2,000円）×参加人数

② 合計旅行代金と①を比較し、旅行代金が①を下回る場合は補助の対象外です。

具体的な計算方法はP20-23をご確認ください。

【注意】子供や幼児も1名としてカウントできますが、旅行者全員の合計旅行代金
（旅行代金総額）から計算する場合は、次の例のように大人料金だけで算出すると基
準以上でも、旅行代金の異なる乳幼児を人数に加えることにより最低旅行代金を下回
る場合があります。

【例】複数の宿泊が含まれる旅行商品に無料の乳幼児が参加する場合

合計旅行代金：15,000円/2泊3日の宿泊旅行 ※平日2泊

①大人2名、無料の乳幼児をカウントしない場合

（平日数×3,000円＋休日数×2,000円）×参加人数

（2泊×3,000円＋0泊×2,000円）×２名＝最低旅行代金 12,000円

⇒合計旅行代金が最低旅行代金以上のため補助の対象となる。

②大人2名＋無料の乳幼児をカウントする場合

（平日数×3,000円＋休日数×2,000円）×参加人数

（2泊×3,000円＋0泊×2,000円）×３名＝最低旅行代金 18,000円

⇒合計旅行代金が最低旅行代金未満のため補助の対象外となる。

18

（１）最低旅行代金について



最低旅行代金カレンダー（宿泊旅行）【2023年9月・10月】
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地域限定（電子）クーポンのお渡し金額は平日2,000円、休日1,000円と
なります。ただし熊本県内宿泊施設への直予約の場合に限り、上記の最
低旅行代金を下回る場合は地域限定（電子）クーポンは配布せず宿泊助
成のみといった運用も可とします。※Ｐ１７参照

10月

1(日) 平日(3,000円) 17(火) 平日(3,000円)

2(月) 平日(3,000円) 18(水) 平日(3,000円)

3(火) 平日(3,000円) 19(木) 平日(3,000円

4(水) 平日(3,000円) 20(金) 平日(3,000円)

5(木) 平日(3,000円) 21(土) 休日(2,000円

6(金) 平日(3,000円) 22(日) 平日(3,000円)

7(土) 休日(2,000円) 23(月) 平日(3,000円)

8(日) 休日(2,000円) 24(火) 平日(3,000円)

9(月) 平日(3,000円) 25(水) 平日(3,000円)

10(火) 平日(3,000円) 26(木) 平日(3,000円

11(水) 平日(3,000円 27(金) 平日(3,000円)

12(木) 平日(3,000円 28(土) 休日(2,000円

13(金) 平日(3,000円 29(日) 平日(3,000円)

14(土) 休日(2,000円 30(月) 平日(3,000円)

15(日) 平日(3,000円 31（火) 平日(3,000円)

16(月) 平日(3,000円)

３．販売方法

9月

1(金) 平日(3,000円) 17(日) 休日(2,000円)

2(土) 休日(2,000円) 18(月祝) 平日(3,000円)

3(日) 平日(3,000円) 19(火) 平日(3,000円)

4(月) 平日(3,000円) 20(水) 平日(3,000円)

5(火) 平日(3,000円) 21（木） 平日(3,000円)

6(水) 平日(3,000円) 22(金) 平日(3,000円)

7（木） 平日(3,000円) 23(土祝) 休日(2,000円)

8(金) 平日(3,000円) 24(日) 平日(3,000円)

9(土) 休日(2,000円) 25(月) 平日(3,000円)

10(日) 平日(3,000円) 26(火) 平日(3,000円)

11(月) 平日(3,000円) 27(水) 平日(3,000円)

12(火) 平日(3,000円) 28（木) 平日(3,000円)

13(水) 平日(3,000円) 29(金) 平日(3,000円)

14（木） 平日(3,000円) 30(土) 休日(2,000円)

15(金) 平日(3,000円)

16(土) 休日(2,000円)

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。



３．販売方法

１．旅行者個別の旅行代金（宿泊単価）で算出する場合（基本ルール）

【例１】平日１泊２日の宿泊（交通なし宿泊商品）

A旅館の和室に大人2名、小人１名で宿泊

宿泊単価：大人＠15,000×2名、小人7,500円×１名

≪算出方法≫

①宿泊単価と最低旅行代金を比較し助成対象になるかどうかを確認

大人： 宿泊単価 ＠15,000円 ＞ 最低旅行代金3,000円（平日）

小人： 宿泊単価 ＠7,500円 ＞ 最低旅行代金3,000円（平日）

大人・小人ともに宿泊単価が最低旅行代金を上回るので助成対象

②販売補助額を算出し割引上限額と比較

大人：宿泊単価 ＠15,000円×20％＝3,000円（小数点以下切り捨て）

販売補助額 3,000円 ＝ 割引上限額3,000円（交通なし宿泊商品）

小人：宿泊単価 ＠7,500円 ×20％＝1,500円（小数点以下切り捨て）

販売補助額 1,500円 ＜ 割引上限額3,000円（交通なし宿泊旅行）

⇒大人は割引上限額の3,000円、小人は販売補助額の1,500円を適用

③販売補助額の合計を算出し請求額を確定

大人@3,000円×2名₊小人@1,500円×1名＝7,500円を販売補助額として適用。

請求額は37,500円ー7,500円＝30,000円となります。

④地域限定（電子）クーポン（平日2,000円）

2,000円×助成対象3名＝6,000円を配布ください。
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販売補助額の算出手順は、以下の2通りの方法がございます。

１．旅行者個別の旅行代金（宿泊単価）

2．旅行者全員の合計旅行代金（旅行代金総額）

１・２のどちらかを適用するか、１・２を併用するかについては各事業者様ごとに決め
ていただいて差支えございません。

販売補助金の算出方については旅行者に周知のうえ販売ください。

（2）販売補助額算出基準について



３．販売方法

１．旅行者個別の旅行代金（宿泊単価）で算出する場合（基本ルール）

【例２】平日１泊２日の宿泊（交通なし宿泊商品）

A旅館の和室に大人2名、小人１名で宿泊

宿泊単価：大人＠18,000×2名、小人2,500円×１名

≪算出方法≫

①宿泊単価と最低旅行代金を比較し助成対象になるかどうかを確認

大人： 宿泊単価 ＠18,000円 ＞ 最低旅行代金3,000円（平日）

小人： 宿泊単価 ＠2,500円 ＜ 最低旅行代金3,000円（平日）

・大人は宿泊単価が最低旅行代金を上回るので助成対象

・小人は宿泊単価が最低旅行代金を下回るので助成対象外

②販売補助額を算出し割引上限額と比較

大人： 宿泊単価 ＠18,000円×20％＝3,600円（小数点以下切り捨て）

販売補助額 3,600円 ＞ 割引上限額3,000円（交通なし宿泊商品）

・販売補助額が割引上限額を超えるため割引上限額3,000円を適用

③販売補助額の合計を算出し請求額を確定

大人@3,000円×2名＝6,000円を販売補助額として適用。

請求額は38,500円ー6,000円＝32,500円となります。

④地域限定（電子）クーポン（平日2,000円）

2,000円×助成対象2名＝4,000円を配布ください。
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ただし熊本県内宿泊施設への直予約の場合に限り、上記の最低旅行代金
を下回る宿泊料金についても宿泊助成の対象とする運用も可とします。
（その場合地域限定電子クーポンは配布しません）※Ｐ１７参照

（2）販売補助額算出基準について

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。



３．販売方法

１．旅行者個別の旅行代金（宿泊単価）で算出する場合（基本ルール）

【例３】休日１泊２日の宿泊（交通なし宿泊商品）

A旅館の和室に大人2名、小人１名で宿泊

宿泊単価：大人＠18,000×2名、小人2,500円×１名

≪算出方法≫

①宿泊単価と最低旅行代金を比較し助成対象になるかどうかを確認

大人： 宿泊単価 ＠18,000円 ＞ 最低旅行代金2,000円（休日）

小人： 宿泊単価 ＠2,500円 ＞ 最低旅行代金2,000円（休日）

大人・小人ともに宿泊単価が最低旅行代金を上回るので助成対象

②販売補助額を算出し割引上限額と比較

大人：宿泊単価 ＠18,000円×20％＝3,600円（小数点以下切り捨て）

販売補助額 3,600円 ＞ 割引上限額3,000円（交通なし宿泊商品）

小人：宿泊単価 ＠2,500円 ×20％＝500円（小数点以下切り捨て）

販売補助額 500円 ＜ 割引上限額3,000円（交通なし宿泊旅行）

⇒大人は割引上限額の3,000円、小人は販売補助額の500円を適用

③販売補助額の合計を算出し請求額を確定

大人@3,000円×2名₊小人@500円×1名＝6,500円を販売補助額として

適用。請求額は38,500円ー6,500円＝32,000円となります。

④地域限定（電子）クーポン（休日1,000円）

1,000円×助成対象3名＝3,000円を配布ください。
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（2）販売補助額算出基準について



（2）販売補助額算出手順について

３．販売方法

2．旅行者全員の合計旅行代金（旅行代金総額）で算出する場合

【例】平日１泊２日の宿泊（交通なし宿泊商品）

Bホテル（一棟貸しタイプ）に大人2名、小人１名で宿泊

一棟貸し料金 1泊50,000円

①次の計算式で、当該旅行日程の最低旅行代金を算出します。

平日3,000円×3名＝最低旅行代金9,000円

②合計旅行代金（旅行代金総額）と最低旅行代金を比較

合計旅行代金50,000円＞最低旅行代金9,000円

合計旅行代金が最低旅行代金を上回っているので助成対象

③合計旅行代金（旅行代金総額）に対して20％を乗じて販売補助額を算出します。

50,000円×20％＝10,000円（小数点以下切り捨て）

④割引上限額を算出します。

3,000円×3名×１泊＝9,000円

⑤ ③と④を比較し、割引上限額を超える場合は上限額までが実際の販売補助額となります。

販売補助額10,000円 ＞ 割引上限額9,000円

→販売補助額が割引上限額を超えているため9,000円を適用。

請求額は50,000円ー9,000円＝41,000円となります。

⑥ 地域限定（電子）クーポン（平日2,000円）

2,000円×助成対象３名＝6,000円を配布ください。
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ただし熊本県内宿泊施設への直予約の場合に限り、上記の最低旅行代金
を下回る宿泊料金についても宿泊助成の対象とする運用も可とします。
（その場合地域限定クーポンは配布しません）※Ｐ１７参照

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。



① 宿泊施設へ直接予約 （精算主体：宿泊施設、申請書：宿泊施設用）

 ①-1 電話予約の場合

 ・必ず予約時に「くまもと再発見の旅」利用希望であることを伝えてください。

※予約後の連絡は対象外となる場合があります。

①‐2 公式サイト予約の場合（助成対象プラン）

「くまもと再発見の旅」助成対象の記載がある場合は、そのままご予約ください。

※予約フォームに「くまもと再発見の旅」適用希望など入力する必要がある場合は

そちらの指示に従ってください。

①‐3 公式サイト予約の場合（通常プラン）特に助成対象の記載がないもの

通常の宿泊プランを予約しただけでは助成の対象になりません。

必ず「くまもと再発見の旅」の助成が可能かどうかご確認の上ご予約ください。

プランによっては助成対象外の場合もございます。

もし予約確定後に助成対象外であることが判明し取消料が発生したとしても本事業からの助成は

できません。

※予約フォームに「くまもと再発見の旅」適用希望など入力する必要がある場合はそちらの指示に従

ってください。

（１）宿泊旅行の場合

４．予約方法

【ご注意事項】
※本事業に参加していない宿泊施設は利用できません。対象施設を「くまもと再発見の旅」ホームページ
にてご確認の上お申し込みください。
※対象施設であっても所定の販売枠に達した場合助成を終了する場合がございます。
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宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分
（７月１日（土）チェックアウト）を持ちまして

販売終了となりました。



「くまもと再発見の旅」事務局

（１）宿泊旅行の場合

４．予約方法

② 旅行会社での予約方法

 ②‐1. 対面販売での予約（店頭・営業担当者など）

 ②‐2. 電話予約

（精算主体：旅行会社、申請書：旅行会社用）

※必ず「くまもと再発見の旅」の助成対象かどうかをご確認のうえご予約ください。

プランによっては助成対象外の場合もございます。

もし予約確定後に助成対象外であることが判明し取消料が発生したとしても本事業からの助成は

できません。

 ②‐3. 公式ホームページでの予約（全国旅行支援クーポンを取得する場合）

（精算主体：旅行会社、申請書：旅行会社用）※一部OTAの場合あり（るるぶトラベルなど）

※公式HP上にて全国旅行支援クーポン（名称は各社によって異なる）を取得して

手配する場合は③‐1のケースになります（次ページ参照）。

 ②‐4. 公式ホームページでの予約（特に助成対象の記載がないプラン）

（精算主体：旅行会社または宿泊施設、申請書：精算主体による）

通常の宿泊プランを予約しただけでは助成の対象になりません。

必ず「くまもと再発見の旅」の助成対象かどうかを宿泊施設に確認のうえご予約ください。

プランによっては助成対象外の場合もございます。

もし予約確定後に助成対象外であることが判明し取消料が発生したとしても本事業からの助成は

できません。

【ご注意事項】
※本事業に参加していない旅行会社は利用できません。
※対象事業者であっても所定の販売枠に達した場合助成を終了する場合がございます。

②の販売等に関する詳細は、各旅行会社へお問い合わせ下さい
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旅行会社への予約は団体旅行（貸切バスを利用する旅
行）のみ適用となります。

対象期間：
宿泊旅行：～９月３０日（土）宿泊分

（１０月１日（日）チェックアウト）まで
日帰り旅行：～９月３０日（土）まで



「くまもと再発見の旅」事務局

（１）宿泊旅行の場合

４．予約方法

【ご注意事項】
※対象事業者であっても所定の販売枠に達した場合助成を終了する場合がございます。

③の販売等に関する詳細は、各宿泊予約サイトをご確認ください

③ 宿泊予約サイトでの予約方法

（精算主体：各宿泊予約サイト運営旅行会社、申請書：OTA用）

対象となる宿泊予約サイト：

楽天・じゃらん・ゆこゆこ・Yahoo!トラベル・一休.com・

るるぶトラベル・JTB・近畿日本ツーリスト・

ANAトラベラーズ・JALパック

対象期間：7月1日（土）～7月21日（金）宿泊（7月22日（土）チェックアウ

ト）を持ちまして販売終了となりました。

  

予約方法：

対象となる宿泊予約サイトで全国旅行支援クーポンを取得した上で予約、または予約時に全国旅行

支援クーポンが適用されたものに限り助成の対象となります。

予約方法は各社によって異なります。詳しくは各宿泊予約サイトの該当ページをご確認ください。

【ご注意】対象宿泊予約サイトにて全国旅行支援対象外のプランを予約し、宿泊予約サイトに全国旅行

支援の適用を申し出ても助成対象にはなりません。
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（２）宿泊料金割引申請書兼宣言書

４．予約方法

宿泊料金割引申請書は予約方法（精算主体）・旅行形態により以下の4種類に分かれ
ています（日帰り用もありますが旅行会社のみ販売のためここでは割愛いたします）。

※申請書の使い分けについては予約方法（P24-26）または予約方法による各種取扱いのまとめ（P28）を
ご確認ください。
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①宿泊施設専用 ※料金内訳等の記載ならびに領収書等の提出が必要です

②旅行会社→宿泊施設
 ※旅行会社が本人確認・居住地確認の実施内容と、チェックイン時にお渡しいただく地域限定（電子）

クーポンの金額をお知らせするために送られてきます。
※料金内訳等の記載欄はありません。請求書等の提出は不要です。

③OTA経由用（宿泊予約サイトからの予約）※料金内訳等の記載欄はありません。請求書等の提出
は不要です。

④団体用

①②③④をそれぞれ分けて事務局あて送付ください（添付書類はP33参照）。

宿泊料金割引申請書（宿泊施設専用）記入ルールについて
①住所の記載内容について

熊本県内にお住まいの場合：市区町村名のみ
熊本県外にお住まいの場合：都道府県名のみ
※町名番地などの記入は不要です。

②宿泊曜日の記載が必要です。

③旅行者全員の合計旅行代金（旅行代金総額）で算出する場合（P23参照）、
内訳の記入は不要です。
※総額を人数で割り単価を記載する必要はありません。

①宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。

②旅行会社への予約は団体旅行（貸切バスを利用する旅行）の
み適用となります。→申請書類は②または④をご利用ください

③宿泊予約サイトへの申し込みは７月２１日（金）宿泊分（７
月２２日（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となり
ました。



「くまもと再発見の旅」事務局

（３）予約方法による各種取扱いのまとめ

４．予約方法
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宿泊旅行

予約時の助成

可否確認
精算主体

申請書兼宣言

書の様式

本人確認・

居住地確認

クーポン

配布場所

クーポン

有効期限

①-１ 電話 要

①ｰ２ 公式HP（助成対象プラン） 不要

①ｰ３
公式HP（通常プラン）

（特に助成対象の記載がないもの）
要

②-１
対面販売

（店頭・営業担当者）
要 旅行会社

②ｰ2 電話 要 旅行会社

②-3
公式HP

（助成対象クーポン取得）
不要

旅行会社

（一部OTA）

旅行会社

（一部OTA）
宿泊施設

チェックイン日

～チェックアウ

ト日まで

②-4
公式HP（通常プラン）

（特に助成対象の記載がないもの）
要 宿泊施設 宿泊施設用 宿泊施設

チェックイン日

～チェックアウ

ト日まで

※1　旅行会社による本人確認・居住地確認が困難な場合は宿泊施設に確認依頼が入ります

※2　旅行会社が一行程に対し熊本県内の複数宿泊施設を手配した場合もそれぞれの宿泊施設のチェックイン日～チェックアウト日までとなります

③⁻1 助成対象クーポン取得 不要 OTA OTA用

③⁻2 助成対象プラン 不要 宿泊施設 宿泊施設用

③⁻3
通常プラン

（特に助成対象の記載がないもの）
要 宿泊施設 宿泊施設用

予約方法

宿泊施設③OTA

②旅行会社

旅行会社→

宿泊施設

（※１）

チェックイン日

～チェックアウ

ト日まで（※2）

チェックイン日

～チェックアウ

ト日まで

①宿泊施設 宿泊施設 宿泊施設用 宿泊施設 宿泊施設

チェックイン日

～チェックアウ

ト日まで

宿泊施設

宿泊施設

旅行会社

（※1）

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日（土）チェックアウトを持ち
まして販売終了となりました。

③宿泊予約サイトへの申し込みは、
宿泊予約サイト上で全国旅行支援対象クーポン取得し予約、
または予約時に全国旅行支援クーポンが適用されたものに限り助成
の対象となります。

対象期間：７月１日（土）～７月２１日（金）宿泊（７月２２日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。

旅行会社への予約は団体旅行（貸切バスを利用する旅行）のみ適用となります。

対象期間：
宿泊旅行： ～９月３０日（土）宿泊分（１０月１日（日）チェックアウト）まで
日帰り旅行：～９月３０日（土）まで



「くまもと再発見の旅」事務局

（１）手続きの流れ

５．チェックイン時の対応

※チェックイン時に上記の要件を満たさない場合、本事業の割引を適用しないこと。

②本事業の割引を適用する利用者に対し、地域限定（電子）クーポンの配付を行う

こと。

※旅行会社に対しては予約受付時に本人確認・居住地確認の実施をお願いしております。

ただし販売形態（電話・WEBなど）や、予約受付時に本人確認書類の一部または全ての確認ができな

かった場合は旅行会社から連絡が入りますので、お手数ではございますがチェックイン時にご対応ください。

①本事業の割引を適用する利用者全員に対し、本人確認書類（原本）による本人

確認・居住地確認を適正に行うこと。
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（２）本人確認・居住地確認

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、運転経歴証明書、旅券（パスポート）、在留カード、特別永住者証

明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、

戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書、健康保険等被保険者証

ただし上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つまたは①と②の組

み合わせであれば可とする。

①介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給などの証書等

②学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等

【重要】新型コロナウイルス感染症の５類への移行に伴う変更について

5月8日（月）宿泊分より、ワクチン接種証明書・検査結果通知書の確認が不要となります。
なお本人確認書類の提示は引き続き必要です。
ただしワクチン・検査要件の廃止措置の公表（4月27日）以前に同要件を満たせないために本支援を適用せず予約・販売し
た旅行は支援の対象外です。



予約時・チェックイン時の流れ

①対象となる宿泊予約サイト（P.4参照）にて予約をし宿泊（チェックイン）する場合

②団体旅行（貸切バスを利用する旅行）を旅行会社で予約し宿泊施設に宿
泊（チェックイン）する場合

【宿チェックイン時】

□本人確認書類（原本）

※上記書類を提示する人が本人かどうか、日本国内居住者かどうか目視確認
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利用条件を満たさない場合の対応方

①本人確認書類の提示がない場合は助成対象外となります。
（旅行会社にて事前確認済の場合を除く）

②グループの一部が条件を満たさない場合の同行者の取扱方

グループ内に条件を満たさない方がいる場合、条件を満たしていない方のみ助成対象外となり
ます。

③本人確認書類を自宅に忘れてきたため帰宅後コピーを郵送・FAX・メールした
い

本人確認書類の後日提出は認められません（助成対象外となります）。
コピー・写真・スマホ画面の提示は不可です。

【旅行会社で予約受付時】

□本人確認書類（原本）

※上記書類を提示する人が本人かどうか、日本国内居住者かどうか目視確認

※確認内容を旅行会社から宿泊施設に通知。一部または全て確認できなかった場合は

その旨も明記。

【宿チェックイン時】

□本人確認書類（原本）

※旅行会社が確認できなかった書類について目視確認

５．チェックイン時の対応
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（２）本人確認・居住地確認

宿泊予約サイトへの申し込みは７月２１日（金）宿泊分（７月
２２日（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりま
した。



「くまもと再発見の旅」事務局

（３）地域限定（電子）クーポンの有効期限と配布方法について

５．チェックイン時の対応

宿泊旅行の場合
有効期限：チェックイン日からチェックアウト日まで

最大8日間（助成対象の上限が7泊8日までのため）

配布方法：宿泊施設にてチェックイン時に配布

【ご注意】旅行会社が旅行の全行程を手配しており、
熊本県内の複数の宿泊施設を予約している場合であっても、
有効期限はそれぞれの宿泊施設のチェックイン日からチェックアウト日までとなります。
（それぞれの宿泊施設にてチェックイン時にお渡し）

【例】5/20～4泊5日の旅行で熊本県内のA旅館に1泊、Bホテルに2泊、C旅館に1泊する
場合

※初泊地の宿泊施設（A旅館）にて他宿泊施設分（Bホテル・C旅館）を含む全行程分
の有効期限（5/20～24）の地域限定クーポンをお渡しするわけではありませんのでご注
意下さい。

日帰り旅行の場合
有効期限：旅行当日のみ
配布方法：旅行会社にて当日または事前に配布

宿泊施設 A旅館 Bホテル C旅館

宿泊日 5/20～1泊 5/21～2泊 5/23～1泊

有効期限 5/20～21 5/21～23 5/23～24

※旅行会社には宿泊施設に氏名・宿泊日・泊数・地域限定クーポン配布金額を通知いただくよ
うお願いしております。
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（１）助成枠の設定について

くまもと再発見の旅（全国版）用の助成枠を設定いたします。

※こちらは宿泊施設が精算主体となる宿泊代金に対する助成枠となります。よって旅
行会社やOTAが精算主体となるものについては上記には含まれません。（各旅行会
社・OTAはそれぞれの助成枠を使用するため）

2023年1月～3月の期間において配布した助成枠は、4月宿泊以降の助成枠として
利用いただけます。

【お願い】

熊本県に配布された事業予算には限りがあります。

今後増枠のご希望には添えない場合もございますのでご理解いただきますようお願い致
します。

ご報告いただきます3月までの助成枠残、4月～6月の実績見込、更には昨年同時期
の助成比率などを参考に決定致します。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げま
す。
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６．精算関係

（２）管理システム入力について

4月以降の管理システムにつきましては、現在ご利用いただいているものと同じです。

下記URLよりお入り下さい。

https://2023.kumamoto-saihakken-kanri.com/

ID・パスワード等ご不明な点がありましたら事務局までご連絡下さい（P37参照）。

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分
（７月１日（土）チェックアウト）を持ちまして

販売終了となりました。

https://2023.kumamoto-saihakken-kanri.com/


（３）事務局への請求の流れについて
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６．精算関係

【STEP１】

以下の書類をご郵送ください。

①宿泊料金割引申請書兼宣言書（宿泊施設専用）

②宿泊者が宿泊したことを証する書類

例：領収証・請求書・宿泊証明書など

③宿泊者からの入金が確認できるもの

例：領収証・請求書・仕訳帳・現金出納帳・総勘定元帳の写しなど

※お金の流れが分かる書類をお願いいたします。

※②と③を同一書類で確認できる場合は、一つの書類で可能です。

※いずれの書類も事業者名の記載は必須です。

※元値、割引額およびくまもと再発見の旅事業の割引であることを明記してください。市町村宿泊

助成併用の場合もどちらがくまもと再発見の旅の対象かはっきり分かるように明記してください。

（例）再発見、再発見の旅、熊本県助成、熊本県など

※宿泊料金割引申請書（旅行会社→宿泊施設、OTA用）も同封してください

（それぞれ分けていただけると助かります）

※申請に不備があった場合は補助金の支払いが遅れる場合があります。

 速やかに確認を行うため、ご提出書類のｺﾋﾟｰを保存頂くことをお勧めいたします。

※本人確認書類のコピーは提出不要です（目視確認のみで可）

【STEP２】

本事業最終日以降に請求書をご提出いただきます。

※確定の請求額につきましては改めて事務局よりご連絡させていただきます。

審査が終了した宿泊事業者様へのお振込みを優先して行っております。

あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

送付先： 〒860-0844
熊本市中央区水道町7‐1 シアーズ第1ビル4階

※7月1日よりビル名称変更
くまもと再発見の旅（全国版）事務局

TEL：096‐311‐5588

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日（土）
チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。
申請書類の受付は７月１０日（月）事務局到着分を持ちまして終了
いたしました。

本事業は観光庁の補助金を活用して実施する国庫事業となりますの
で、経理書類等は事業年度終了から5年間保存・保管する必要があり
ます。また旅館業法、住宅宿泊事業法で保管が義務付けられている

書類の提出が求められることがございます。



（４）精算スケジュールについて
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６．精算関係

対象期間 原本必着日 お振込期間

第17期 4/1(土)～10(月) 4/17(月) ～5/24(水)

第18期 4/11(火)～20(木) 4/27(木) ～5/31(水)

第19期 4/21(金)～28(金) 5/12(金) ～6/21(水)

第20期 5/8(月)～20(土) 5/27(土) ～7/5(水)

第21期 5/21(日)～31(水) 6/7(水) ～7/19(水)

第22期 6/1(木)～10(土) 6/17(土) ～7/26(水)

第23期 6/11(日)～20(火) 6/27(火) ～8/9(水)

第24期 6/21(水)～30(金) 7/7(金) ～8/31(木)

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日（土）
チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。

申請書類の受付は７月１０日（月）事務局到着分を持ちまして終了い
たしました。



（１）対象宿泊施設について

７．宿泊事業者の参加条件（新規参画希望施設のみ）

当事業における対象宿泊施設は、以下に該当する施設とし、参加希望の場合は事務局へ
参加申し込みを行うこと。

① 熊本県旅館業法施行細則または熊本市旅館業法施行細則に基づく旅館業許可証の
交付を受けている、または熊本県知事に住宅宿泊事業法に基づく届出を行っていること。

③ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）
第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業でないこと。

⇒ラブホテルなどの登録不可

② 熊本県暴力団排除条例（平成２２年熊本県条例第５２号）第２条に規定する暴
力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団密接関係者でないこと。

③ 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。

当事業に参加する宿泊施設は以下の行為を行わないものとする。該当する行為が行われた
と判断されたときは、当事業の対象外の施設となり、助成金を不支給とし、支給済み助成金
については返還を行うものとする。

① 事業にかかる助成金の虚偽申請、書類の偽装等の不正な行為。

② 県もしくは第三者に不利益または損害を与える行為および与えるおそれのある行為。

④ 事業者等の福利厚生施設等で特定人を宿泊させる施設（保養所、研修所、合宿所、
寄宿舎などの名称の如何を問わない）でないこと。

⑤老人福祉法に定める老人福祉施設、有料老人ホームや、介護保険法に定める介護保険
施設等において付帯する宿泊施設でないこと。

（２）禁止事項について

④ その他、県が不適切と判断する行為。

35
宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。



（３）申請の流れ

① 「くまもと再発見の旅」参加申込書（HPよりダウンロード）

②  営業許可証の写し（旅館業許可証・住宅宿泊事業許可証など）

【STEP１】
①②の書類をご準備いただき、参加規約をご確認のうえ、くまもと再発見の旅事務局に
参画希望の旨ご連絡ください。
（①はHPよりダウンロードいただけます。参加規約もHPよりご確認ください）
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７．宿泊事業者の参加条件（新規参画希望施設のみ）

【STEP２】
事務局より専用システム登録URLをお知らせいたします。

＜入力の流れ＞
・必要事項をお読みいただいた上で申請ボタンを押してください。
・任意のログインIDとパスワードを設定ください。
・申請者情報を入力
・振込口座情報を入力
・振込先口座の通帳の画像を添付
・個人情報の取り扱いについてをお読みいただき、同意するにチェックして申請
・①の原本に押印いただき、②とともに事務局に郵送してください。

これで手続きは完了です。

【ご注意】
時間の関係上加盟完了のご案内はいたしません。
申請書類に不備がなければ後日HPに施設名が掲載されます。
施設名は「全国旅行支援統一窓口」を通して旅行会社にも通知されます。

宿泊施設への直接予約は６月３０日（金）宿泊分（７月１日
（土）チェックアウト）を持ちまして販売終了となりました。



「くまもと再発見の旅」事務局

＜宿泊助成・制度に関すること＞

「くまもと再発見の旅」（全国版）事務局

TEL:096‐311-5588
FAX:096‐353‐6611

9：00～17：00
（土日祝は休業）
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８．お問い合わせ

＜地域限定クーポンに関すること＞

「くまもと再発見の旅」（全国版）
地域限定クーポン事務局

TEL:096‐311‐5610
FAX:096‐353‐6612

9：00～17：00
（土日祝は休業）



「くまもと再発見の旅」事務局 38

9. 更新履歴
Ver 更新日 更新内容

Ver1
12/26
(火)

新規作成

Ver2
1/5

（木）
P5 最低旅行代金 休日金額修正
P41 管理システムURL追記

Ver3
3/17
（金）

Ｐ4 実施期間延長
Ｐ6 宿泊数の制限について 加筆
Ｐ16  旅行会社で販売する日帰り旅行の電子クーポンの配布は、熊本県内
に営業所のある旅行会社限定の文言を削除
Ｐ22-23 最低料金カレンダーを追加
Ｐ31  請求書を領収書に変更
Ｐ35  検査結果通知書 有効期限を削除
Ｐ40  ご案内・お願い事項を加筆
Ｐ41  申請書不備時の対応方加筆
Ｐ43  精算スケジュールを追加
Ｐ44  管理システム案内修正
請求の流れ 追記

Ver4
5/1

（月）

新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴う変更点として、
5月8日（月）よりワクチン接種済証または検査結果通知書の確認が不要
になる旨を追記、またワクチン・検査パッケージに関する記述を削除
熊本県感染防止対策終了に伴い関連する記述を削除

Ver5
6/28
（水）

P 4  実施期間・販売方法修正
P 7  既存予約の取り扱いについて期間延長分を追記
P 14 くまもと行くモン旅割！併用不可の旨を追記
P 19 最低旅行代金カレンダー7月分追記
P 24～26・28 実施期間・販売方法修正
P 27・28・30 7月以降の取扱方を追記
P 5・17・19・21・23・24・32・33・34・35・36 宿泊施設への直接予
約は6月末で終了となる旨追記
P 33 事務局入居ビルの名称変更について
P 33 経理書類等保管義務について追記
P 33・34 申請書類最終送付期限を追記

Ver6
6/30
（金）

P4・P26 対象となる宿泊予約サイト修正  

Ver7
7/24
（月）

P 4  宿泊予約サイトからの申込終了・団体旅行の延長期間記載
P４・5 宿泊商品（交通なし）の旅行割引上限額を削除
P 7  既存予約の取り扱いについて期間延長分を追記
P 19 最低旅行代金カレンダー8・9月分追記
P 25・28 団体旅行の期間延長について修正
P 26・27・28・30 宿泊予約サイトからの申込は終了の旨記載
P 27 宿泊料金割引申請書①宿泊施設専用・③OTA専用を削除
P 30 ①対象となる宿泊予約サイトにて予約をし宿泊する場合を削除
P 33・34 申請書類受付終了の旨記載
P 37 事務局休業日を追記
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